
平
成
二
十
年
十
一
月
十
二
日
提
出

質

問

第

二

三

二

号

千
島
列
島
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
民
族
の
先
住
性
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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千
島
列
島
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
民
族
の
先
住
性
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
一
四
三
号
）
を
踏
ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
三
第
三
九
号
）
で
は
「
我
が
国
は
、
日
本

国
と
の
平
和
条
約
（
昭
和
二
十
七
年
条
約
第
五
号
。
以
下
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
千

島
列
島
及
び
我
が
国
が
千
九
百
五
年
九
月
五
日
の
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
の
結
果
と
し
て
主
権
を
獲
得
し
た
樺
太
の
一
部
等
（
以

下
「
南
樺
太
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
す
べ
て
の
権
利
、
権
原
及
び
請
求
権
を
放
棄
し
て
お
り
、
千
島
列
島
及
び
南
樺
太

は
、
我
が
国
の
領
土
で
は
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
千
島
列
島
及
び
サ
ハ
リ
ン
南
部
は
、
少
な
く
と
も
一
九

〇
五
年
の
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
締
結
後
か
ら
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
締
結
以
前
ま
で
は
、
我
が
国
の
領
土
で
あ
っ
た
と

考
え
る
が
、
確
認
を
求
め
る
。

二

ア
イ
ヌ
民
族
が
千
島
列
島
及
び
サ
ハ
リ
ン
の
先
住
民
族
で
あ
る
と
の
認
識
を
政
府
は
有
し
て
い
る
か
と
の
問
い
に
対
し

て
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
政
府
と
し
て
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
千
島
列
島
又
は
サ
ハ
リ
ン
に
お
け
る
先
住
民
族
で
あ
る

か
否
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
地
域
は
我
が
国
の
領
土
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
判
断
す
る
立
場
に
は
な
く
、
ま

た
、
調
査
を
行
う
考
え
も
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
で
、
千
島
列
島
及
び
サ
ハ
リ
ン
南
部
が
我

一



が
国
固
有
の
領
土
で
あ
っ
た
時
期
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
現
在
我
が
国
の
領
土
で
な
い
こ
と
を
も
っ
て
し
て
、
ア
イ
ヌ

民
族
が
そ
れ
ら
の
地
域
に
お
け
る
先
住
民
族
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
で
き
な
い
と
い
う
の
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
。

三

二
の
答
弁
に
あ
る
様
に
、
ア
イ
ヌ
民
族
が
千
島
列
島
及
び
サ
ハ
リ
ン
に
お
け
る
先
住
民
族
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
政

府
が
調
査
を
行
う
考
え
を
有
し
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

右
質
問
す
る
。

二


